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業種別カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル「スーパーマーケット業編」の公表 

◆カスタマーハラスメントの現状 

近年、顧客や取引先からの悪質なクレーム等の著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント。以下、「カスハラ」という）が増

加しています。厚生労働省の調査では、カスハラは、セクハラ・マタハラ・パワハラ等の他のハラスメントと比べ、過去３年間で

相談のあった企業の件数が最も多く、社会的な問題ととらえられています。 

こうした背景を踏まえ、厚生労働省は、令和４年に「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を策定し、カスハラ対策

に関心を持つ業界団体に向け、対応方針を策定してきました。令和６年度事業では、スーパーマーケット業界について実

施し、今年３月に「スーパーマーケット編」の企業マニュアル（以下、「本マニュアル」という）を公表しました。 
 

◆本マニュアルの内容と活用 

本マニュアルでは、以下の内容がまとめられています。 

・カスハラ対策に取り組む意義 

・カスハラの定義・判断基準 

・スーパーマーケット業での実態（発生状況、対応状況） 

・業界におけるカスハラに対する共通方針（対応方法） 

・具体的対策（基本方針、相談対応体制の整備、対応手順、社内教育・研修、従業員への配慮措置、再発防止への

取組み 等） 
 

カスハラ対策を企業に義務付ける労働施策総合推進法の改正が閣議決定され、成立は目前です。しかし、他のハラス

メントに比べ歴史が浅く、裁判例等の蓄積も十分ではないため、実務のノウハウが未発達です。 

企業にとっては、これからの情報収集や具体的な実務対策への取組みが急務となるでしょう。 
 

【厚生労働省「業種別カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル（スーパーマーケット業編）」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001454169.pdf 
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マイナ保険証の有効期限をご存知ですか？ 
 

 ◆マイナンバーカードと有効期限 

 マイナ免許証の交付開始時に、現行システム上の注意点としてマイナンバーカードと運転免許証の更新の順番によっては

免許情報の再度の紐付けをしないと免許不携帯になるおそれがあるとの注意喚起がされましたが、マイナ保険証でも有効

期限に注意が必要です。 

 マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上が発行の日から 10回目の誕生日まで、18歳未満は５回目の誕生日ま

でですが、マイナ保険証利用時等に利用する電子証明書（数字４桁）の有効期限は、全年齢で５回目の誕生日まで

とされているからです。 

つまり、マイナンバーカードは有効期限内であってもマイナ保険証は期限切れ、ということが起こり得るのです。 
 

◆有効期限が切れてしまったら？ 

 マイナンバーカードおよび電子証明書は、有効期限の２～３カ月前を目途に有効期限通知書が送付されてくるので、市

区町村窓口で手続きをすれば更新できます。 

 期限内に手続きができなかった場合、期限切れから３カ月間は引き続きマイナ保険証で受診できます（保険資格情報

の提供のみ）。３カ月を過ぎるとマイナ保険証では受診できなくなり、再発行の手続きをしなかった場合、３カ月以内に資

格確認書が交付されます。 
 

◆どんな手続きが必要？ 

 マイナンバーカードおよび電子証明書は、上記のとおり、有効期限が近づくと有効期限通知書が送付されてきます。 

 通知書に交付申請用ＱＲコードがある場合は、スマートフォンで申請の上、市区町村窓口で新しいマイナンバーカードと

交換できます。ＱＲコードがない場合は、有効期限通知書に記載された必要書類を持って市区町村窓口で手続きをしま

す。 
 

【マイナンバーカード総合サイト】 

https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_expiration5/ 

https://www.kojinbango-card.go.jp/220401_2/ 
 

【厚生労働省「マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください！」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001459040.pdf 
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令和７年度のキャリアアップ助成金の主な変更点 
 

令和７年度のキャリアアップ助成金のパンフレットやリーフレットが公表されました。４月以降の変更点のポイントについて

説明します。なお、ここでは大企業の支給額は省略し、中小企業の支給額のみを掲載します。 
 

◆正社員化コースの変更点 

 キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者を企業内でキャリアアップさせ、正社員転換や待遇改善を行う企業を支援

する制度です。 

まず、正社員転換等をした場合に助成される「正社員化コース」では、重点支援対象者が導入されました。重点支援

対象者とは、雇入れから３年以上経過した有期雇用労働者、派遣労働者、母子家庭の母、人材開発支援助成金の

対象訓練を受けて正社員へ転換した者等のことをいいます。これまでは、「有期→正規」「無期→正規」への転換の場合、

２期分の合計でそれぞれ 80万円、40万円が支給されていましたが、４月からは重点支援対象者に支給されることにな

ります。 

対象以外の人には、１期（６か月）分のみ半額の 40 万円、20 万円が支給されます。なお、新規学卒者については、

雇い入れられた日から起算して１年未満のものについては、支給対象者から除外となります。 
 

◆賃金規定等改定コースの変更点 

「賃金規定等改定コース」では、賃上げ引上げ区分が従来の２区分から４区分に細分化され、助成額が拡充されまし

た。３％以上４％未満で４万円、４％以上５％未満で５万円、５％以上６％未満で 6.5万円、６％以上で７万

円となります。 

さらに、有期雇用労働者等の基本給の３％以上を引き上げた場合、１事業所当たり１回のみ 20万円が加算されま

す。 
 

◆キャリアアップ計画書の手続きの簡素化 

キャリアアップ計画書は、これまでは各コースの取組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出し、認定を受ける必

要がありましたが、届出のみでよいことになりました。 
 

 各コースの詳細は、下記のパンフレットやリーフレットで確認できます。支給申請については、当事務所にご相談ください。 
 

【厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内（令和７年度版）（パンフレット）」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf 
 

【厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内（令和７年度版）（リーフレット）」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469677.pdf 
 

【厚生労働省「キャリアアップ助成金改正概要リーフレット（令和７年度版）」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001450174.pdf 
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５月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

12日 
 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 
 

15日 
 

○ 特別農業所得者の承認申請［税務署］ 
  

6月 2日 
 

○ 軽自動車税（種別割）納付［市区町村］ 

○ 自動車税（種別割）の納付［都道府県］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 確定申告税額の延納届出額の納付［税務署］ 

 

 

【当事務所よりひとこと】 
 

5月になりました。新社会人の方々は新生活に少しずつ慣れてきた頃でしょうか。疲れが出る頃でもありますので、GW等、 

休めるときにはしっかり休んでリフレッシュできるといいですね。 
 

5月の事務所だよりをお届けします。 

今月は「業種別カスタマーハラスメント対策、企業マニュアル「スーパーマーケット業編」」、「マイナ保険証の有効期限」、 

「令和７年度のキャリアアップ助成金の主な変更点」です。お読みいただけますと幸いにございます。 
 

皆さまのお役に立つことができますよう尽力してまいる所存です。 

引き続きご指導ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。 
 

 


